
月刊「収集」2026 年新年号　Vol.51　No. １　— 14 —

◎新春エッセイ−2026

注記のない画像は原寸ではありません

	

尾
州
古
札
研
究
会
　
会
長
　
本
美
　
吉
朗

坂
本
龍
馬
と
知
多
の
札

な
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
だ
と

思
わ
れ
る
。
岡
内
は
龍
馬
の
周
り

に
い
た
百
戦
錬
磨
の
猛
者
た
ち
と

は
ち
ょ
っ
と
違
い
、「
誠
実
な
役
人
」

と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
持
っ
て

い
た
。

岡
内
俊
太
郎
は
、
大
政
奉
還
前

後
の
龍
馬
の
活
動
を
大
き
く
助
け

て
い
る
。
龍
馬
が
、
千
丁
の
ラ
イ

フ
ル
を
持
っ
て
土
佐
に
帰
郷
し
た

時
も
同
行
し
て
い
た
し
、
大
政
奉

還
の
会
議
の
日
、
後
藤
か
ら
の
手

紙
を
龍
馬
が
開
封
し
た
時
も
、
そ

の
座
に
い
た
。
こ
う
し
て
岡
内
が

入
手
し
た
贋
二
分
金
を
見
た
龍
馬

は
大
喜
び
し
た
。
そ
し
て
、
す
ぐ

に
岡
内
に
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ

た
。「
土
佐
藩
の
上
層
部
に
、
贋
金

を
製
造
す
る
よ
う
に
言
え
」
と
。

岡
内
は
、
そ
の
通
り
に
、
土
佐
藩

の
上
層
部
に
献
策
し
た
。
土
佐
藩

の
上
層
部
は
「
今
す
ぐ
に
は
出
来

な
い
が
、
必
ず
検
討
す
る
」
と
返

答
し
た
。
し
か
し
贋
金
を
強
力
に

推
進
し
て
い
た
龍
馬
は
、
岡
内
が

藩
に
献
策
し
た
直
後
に
、
残
念
な

が
ら
京
都
で
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
た
。

と
こ
ろ
で
土
佐
藩
は
、
こ
の
計

画
を
実
行
す
る
ま
で
に
は
随
分
と

逡
巡
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
に
し

ろ
、
贋
金
製
造
と
い
う
の
は
重
罪

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
慶
応
四
年

（
後
に
な
っ
て
明
治
元
年
）
二
月

二
二
日
、
土
佐
藩
の
征
討
総
督
の

深
尾
左
馬
之
助
（
家
老
）
が
、
土

佐
藩
の
国
元
の
家
老
あ
て
に
次
の

よ
う
な
意
味
の
手
紙
を
送
っ
て
い

る
。「
贋
金
鋳
造
は
、
藩
内
に
異

論
が
あ
っ
て
中
断
さ
れ
て
い
る
が
、

大
坂
藩
邸
で
は
準
備
を
し
て
い
る

こ
と
だ
し
、
山
内
容
堂
公
（
藩
父
）

も
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、

早
急
に
開
始
さ
れ
た
し
」。
や
が
て

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
後
、
つ
い
に

土
佐
藩
は
、
官
軍
の
東
征
に
参
加

す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
し
か
し
、

江
戸
や
東
北
に
遠
征
す
る
に
は
お

金
が
必
要
で
あ
る
。
当
時
の
土
佐

藩
の
財
政
は
火
の
車
で
あ
り
、
軍

費
の
捻
出
は
急
務
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
よ
う
や
く
土
佐
藩
は
、
明
治

元
年
春
頃
に
贋
金
製
造
に
着
手
す

る
の
で
あ
る
。

土
佐
藩
の
贋
金
製
造
は
、
最
初
、

大
坂
の
藩
邸
（
蔵
屋
敷
）
で
行
わ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
贋

金
製
造
工
場
は
、
土
佐
の
故
吉
田

東
洋
邸
に
移
さ
れ
た
と
い
う
（『
岩

崎
弥
太
郎
』
松
村
巌
著
）。
土
佐
の

歴
史
資
料
集
で
あ
る
『
皆
山
集
』

の
第
七
巻
に
も
土
佐
城
下
の
吉
田

に
命
じ
た
。
そ
し
て
龍
馬
は
岡
内

に
「
土
佐
藩
で
も
薩
摩
藩
と
同
じ

よ
う
に
贋
二
分
金
を
作
っ
て
戦
乱

に
備
え
る
べ
き
」
と
言
っ
た
。
龍

馬
か
ら
密
命
を
受
け
た
岡
内
は
下

横
目
と
い
う
土
佐
藩
の
治
安
機
関

の
内
最
下
位
の
職
種
に
属
す
る
土

佐
藩
の
官
吏
で
あ
っ
た
。
こ
の
岡

内
俊
太
郎
が
上
司
で
あ
る
土
佐
藩

の
重
役
佐
々
木
高
行
に
宛
て
た
手

紙
に
、
こ
う
い
う
記
述
が
あ
る
。

「
出
達
（
イ
カ
ル
ス
号
事
件
の
用

件
で
長
崎
か
ら
薩
摩
藩
へ
の
出
港

の
こ
と
）
の
際
、
私
へ
龍
馬
よ
り

の
心
付
に
依
り
薩
摩
に
於
て
作
り

居
る
二
分
金
の
模
様
仕
上
り
品
を

探
り
取
来
り
、
薩
藩
同
様
之
（
こ

れ
）
を
本
藩
に
於
て
も
作
ら
ず
て

は
、
事
を
発
し
た
る
時
差
支
へ
を

生
ぜ
ん
」。
こ
う
し
て
龍
馬
か
ら
命

令
さ
れ
た
岡
内
は
苦
労
の
末
、
薩

摩
の
英
学
塾
の
留
学
生
か
ら
贋
二

分
金
を
入
手
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
と
こ
ろ
で
な
ぜ
龍
馬
は
岡
内

に
頼
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
？ 

そ
れ

は
、
龍
馬
が
岡
内
俊
太
郎
に
絶
大

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
二
〇
二
六
年
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
て
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
、

小
生
の
推
測
で
も
な
い
し
、
針
小

な
事
実
を
拡
大
解
釈
し
た
も
の
で

も
な
い
。
明
確
な
記
録
に
残
っ
て

い
る
事
実
で
あ
る
。

幕
末
か
ら
明
治
初
期
、
薩
摩
藩

を
は
じ
め
、
会
津
藩
、
安
芸
藩
な

ど
で
も
、
二
分
金
の
贋
金
を
鋳
造

し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

特
に
薩
摩
藩
は
、
か
な
り
早
い
時

期
か
ら
鋳
造
技
術
者
を
わ
ざ
わ
ざ

江
戸
か
ら
呼
び
寄
せ
、
相
当
な
額

の
贋
金
を
作
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
贋
二
分
金
を
薩
摩
か
ら
持
っ

て
く
る
よ
う
に
坂
本
龍
馬
（
写
真

１
）
は
岡
内
俊
太
郎
と
い
う
人
物

東
洋
邸
で
贋
金
を
鋳
造
し
て
い
た

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
う
し
て

土
佐
藩
の
贋
金
作
り
は
、
国
を
挙

げ
て
行
わ
れ
た
。
藩
で
は
、
二
分

金
の
原
材
料
と
な
る
金
銀
の
供
出

を
領
民
に
求
め
た
。「
大
量
の
寄
付

を
し
た
者
は
士
分
を
与
え
る
」
と

い
う
特
例
ま
で
発
し
た
。
幕
末
に

土
佐
の
領
民
の
日
常
を
詳
細
に
記

録
し
た
『
真
覚
寺
日
記
』
に
は
、

明
治
元
年
の
閏
四
月
二
十
二
日
付

で
「
一
分
銀
を
作
る
た
め
に
他
国

の
銀
座
の
職
人
が
百
五
、六
十
人
ば

か
り
上
町
に
滞
留
し
て
い
る
」
と

も
書
か
れ
て
い
る
。
但
し
こ
こ
で

は
「
一
分
銀
を
作
る
た
め
」
と
書

か
れ
て
い
る
が
、こ
れ
は「
二
分
金
」

の
間
違
い
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
日
記
の
執
筆

者
は
一
般
庶
民
で
あ
る
寺
の
住
職

で
あ
り
、
ま
た
従
来
よ
り
土
佐
領

内
で
は
、
金
貨
よ
り
銀
貨
の
方
が

な
じ
み
が
あ
っ
た
の
で
、「
一
分
銀

を
製
造
し
て
い
る
」
と
い
う
噂
が

流
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
尚
、

上
町
と
い
う
の
は
、
高
知
城
の
す

ぐ
近
く
に
位
置
し
、
吉
田
東
洋
邸

に
も
近
い
場
所
で
あ
る
。

さ
て
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
二

月
九
日
、
有
栖
川
親
王
が
大
総
督

と
な
り
、
官
軍
の
江
戸
や
東
北
地

写真１ 坂本龍馬
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方
な
ど
へ
の
鎮
撫
作
戦
が
始
ま
っ

た
。
官
軍
（
特
に
薩
摩
藩
、土
佐
藩
）

は
、
当
然
な
が
ら
こ
の
道
中
で
贋

金
を
軍
費
と
し
て
ば
ら
撒
き
な
が

ら
進
軍
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
治

初
年
百
数
十
万
両
も
の
悪
質
な
二

分
金
（
写
真
２
）
が
全
国
に
出
回
っ

た
。
二
分
金
は
当
時
の
主
要
貨
幣

で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
が
物
価
を

高
騰
さ
せ
庶
民
を
苦
し
め
た
た
め
、

各
地
に
一
揆
や
打
ち
こ
わ
し
が
発

生
し
た
。
ま
た
外
国
公
使
か
ら
の

抗
議
も
あ
っ
て
、
新
政
府
は
そ
の

通
用
を
停
止
し
た
。
後
の
引
き
換

え
高
を
み
る
と
、
信
濃
の
三
五
万

両
余
、
岩
代
の
一
五
万
両
に
次
い

で
、
尾
張
は
一
三
万
両
余
に
達
し

た
。
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
七

月
、
南
郡
總
管
所
が
管
下
の
村
々

を
調
査
し
た
結
果
、
贋
金
所
持
高

は
一
万
六
千
四
百
四
十
七
両
も
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
当
然
な
が

ら
そ
の
贋
金
の
大
半
は
、
薩
摩
と

坂
本
龍
馬
が
献
策
し
た
土
佐
藩
の

贋
二
分
金
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
所
持
者
の
大
半
は
真
贋
の
区

別
も
つ
か
な
い
庶
民
層
で
、
こ
れ

を
た
だ
回
収
し
た
の
で
は
そ
の
後

の
生
活
が
行
き
詰
ま
り
、
不
穏
な

情
勢
を
招
き
か
ね
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
尾
張
藩
で
は
各
代
官
所
ご
と

に
代
替
紙
幣
を
発
行
さ
せ
た
が
、

知
多
半
島
を
管
轄
す
る
南
郡
總
管

所
に
於
い
て
は
、
管
内
の
有
力
者

（
庄
屋
・
富
商
・
富
豪
等
）
を
召
集

し
て
、
明
治
政
府
の
対
策
が
実
施

さ
れ
る
ま
で
の
融
通
を
計
る
よ
う

に
命
じ
た
。

　

南
郡
總
管
所
に
召
集
さ
れ
た
有

力
者
は
全
部
で
六
七
名
で
、
此
の

者
た
ち
に
一
種
の
商
品
券
で
あ
る

品
物
価
切
手
を
発
行
さ
せ
、
こ
れ

で
贋
金
を
引
き
換
え
よ
う
と
い
う

の
で
あ
っ
た
。
南
郡
管
下
と
は
、

知
多
郡
（
当
時
犬
山
藩
領
に
な
っ

て
い
た
成
岩
村
、
乙
川
村
、
亀
崎

村
、
吹
越
村
等
を
含
ま
ず
）
全
域

の
他
、
愛
知
郡
の
鳴
海
（
現
名

古
屋
市
緑
区
鳴
海
町
）
や
三
河
国

加
茂
郡
の
寺
部
（
現
豊
田
市
）

等
が
含
ま
れ
る
。
大
野
組
や
岡
田

組
か
ら
は
管
内
一
円
通
用
の
銭
札

と
し
、
引
換
所
を
立
て
て
本
格
的

に
流
通
さ
せ
る
べ
き
だ
、
と
い
う

意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
結
局
、
地

区
毎
に
一
七
の
組
に
分
か
れ
て
発

行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て

南
郡
總
管
所
（
慶
応
四
年
八
月
〜

明
治
二
年
一
〇
月
ま
で
）
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
区
の
代
表
を
總
管
所

に
召
集
し
た
。
小
生
が
居
住
す
る

現
半
田
市
は
半
田
組
に
所
属
し
て

い
た
が
、
半
田
組
に
所
属
し
た
村

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
大
足

村
、
長
尾
村
、
半
田
村
、
横
松

村
、
萩
村
、
宮
津
村
、
板
山
村
、

福
住
村
、
植
村
、
大
古
根
村
、
角

岡
村
、
椋
原
村
、
高
岡
村
、
矢
口

村
、
稗
之
宮
村
、
卯
之
山
村
、
坂

部
村
、
白
沢
村
、
草
木
村
。
そ
し

て
こ
の
半
田
組
か
ら
南
郡
總
管
所

へ
召
集
さ
れ
た
有
力
者
は
、
小
栗

三
郎
兵
衛
（
半
田
村
）
、
中
野
半

六
（
半
田
村
）
、
中
野
小
吉
（
半

田
村
）
、
小
栗
富
次
郎
（
半
田

村
）
、
新
美
八
次
郎
（
大
古
根

村
）
、
竹
内
和
平
次
（
卯
之
山

村
）
の
六
名
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
明
治
二
年
九
月
に
、
半

田
組
よ
り
「
酒
弐
合
預
り
代
銀
壹

匁
」
札
（
図
１
）
と
「
酒
壹
合
預

り
代
銀
五
分
」
札
（
図
２
）
の
二

種
の
札
が
発
行
さ
れ
た
。
ご
覧
の

通
り
実
際
に
札
発
行
に
関
わ
っ
た

の
は
、
先
の
六
名
の
内
、
小
栗
三

郎
兵
衛
、
中
野
又
左
衛
門
（
中
野

小
吉
）、
中
野
半
六
、
小
栗
富
次
郎

の
四
名
で
あ
っ
た
。
尚
、
召
集
さ

れ
た
六
名
の
中
に
は
、
中
野
又
左

衛
門
の
名
前
が
無
く
、
代
わ
り
に

中
野
小
吉
の
名
前
が
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
中
野
又
左
衛
門
が
四
代
目

を
名
乗
る
前
の
名
前
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
札
を
発
行
し
た

小
栗
三
郎
兵
衛
は
初
め
小
栗
三

郎
と
称
し
て
い
た
が
、
家
督
相
続

で
一
〇
代
目
三
郎
兵
衛
と
称
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
一
〇
代
目
は

天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
九
月

二
三
日
に
半
田
村
で
生
ま
れ
、
文

久
二
（
一
八
六
二
）
年
下
半
田

村
の
庄
屋
と
な
り
、
日
夜
村
政
に

励
ん
だ
。
ま
た
慈
善
事
業
に
も
熱

心
で
尾
張
藩
よ
り
苗
字
帯
刀
を
許

さ
れ
、
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年

に
は
献
金
の
功
に
よ
り
一
代
限
り

御
目
見
を
許
さ
れ
て
い
る
。
文
久

二
（
一
八
六
二
）
年
鳴
海
陣
屋
を

通
じ
て
長
州
征
伐
の
御
用
金
と
し

て
、
半
田
村
に
千
両
の
御
用
金
が

命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
中
野
又

左
衛
門
と
中
野
半
六
は
百
五
十
両
、

小
栗
三
郎
兵
衛
と
小
栗
富
次
郎
は

百
三
十
両
受
け
持
っ
た
。
四
代
目

又
左
衛
門
は
盛
田
一
族
の
盛
田
太

助
家
よ
り
養
子
に
入
っ
た
。
四
代
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指
図
を
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す
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で
も
な
く
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業
は
順
調
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の

上
な
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て
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た
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図１
酒弐合預り代銀壹匁札

図２
酒壹合預り代銀五分札


